
民泊事業 荒川ルールの策定

制限する地域 区内全域

制限する期間
月曜日正午～土曜日正午までは
宿泊事業禁止（祝日を除く）。

近隣住民説明 事業開始前に周知を義務付け

届出住宅の公表 区として届出内容を公表する。

廃棄物処理責任 ごみ処理などの責任規定

苦情への対応 苦情内容の対応と記録、保管規定

Ｆ
ａ
ｘ

弁護士へのご相

談は小島事務所に

ご連絡下さい。

＜連絡先＞

小島和男事務所

℡3891・8884

小島和男携帯電話

090・4361・9202

今
年
6
月
施
行
の
民
泊
解
禁
の

「
住
宅
宿
泊
事
業
法
」
が
制
定
さ

れ
、
３
月
15
日
か
ら
事
業
者
の
届

け
出
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

23
区
で
は
届
け
出
事
務
な
ど
の

窓
口
に
な
る
こ
と
か
ら
生
活
環
境

へ
の
影
響
な
ど
を
配
慮
し
た
民
泊

規
制
の
条
例
制
定
を
各
区
で
検
討
。

す
で
に
新
宿
区
、
大
田
区
な
ど

が
条
例
制
定
、
過
半
数
の
区
が
条

例
「
案
」
を
公
表
し
ま
し
た
。

荒
川
区
で
も
担
当
部
署
の
保
健

所
（
健
康
部
）
が
中
心
と
な
っ
て

荒
川
区
ル
ー
ル
（
案
）
を
区
議
会
・

委
員
会
に
提
示
。
そ
の
内
容
は
、

区
内
全
域
で
「
土
曜
日
の
午
後
〜

月
曜
日
の
午
前
中
だ
け
」
宿
泊
事

業
を
認
め
、
ま
た
、
事
業
者
や
事

業
住
宅
の
表
示
な
ど
の
義
務
付
け

を
事
業
法
よ
り
強
め
る
内
容
で
す
。

政
府
は
、
あ
く
ま
で
も
民
間
住

宅
の
宿
泊
事
業
の
推
進
の
立
場
か

ら
、
独
自
規
制
強
化
の
自
治
体
に
、

干
渉
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
マ
ン
シ
ョ
ン
内
の
宿
泊

事
業
を
管
理
組
合
が
許
可
の
可
否

を
明
確
に
す
る
規
定
整
備
や
特
別

議
決
な
ど
も
呼
び
掛
け
ら
れ
る
な

か
で
、
管
理
組
合
の
議
決
が
増
え

て
い
ま
す
が
、
民
泊
の

様
々
な
課
題
の
解
決
が

必
要
で
す

皆
さ
ん
の
ご
意
見
な

ど
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

民泊事業法の施行前に、

管理組合としてどう対応

すれば、民泊を分譲マン

ションで規制できるのか

など対応策のポイントを説明します。また

マンション管理組合の交流も行う分譲マン

ションセミナーを開催します。

日時 ２月17日（土）

午後１時30分～4時55分

場所 区役所3階会議室

連絡先 防災まちづくり推進課

☎3802・3111 内線2838

民
泊
と
は
、
個
人
所
有
の
住

宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
き
室
な
ど

に
旅
行
者
を
有
料
で
宿
泊
さ
せ
る

こ
と
。
２
０
１
０
年
頃
か
ら
世
界

的
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
宿
泊
者

を
募
集
し
、
一
般
住
宅
な
ど
に
宿

泊
さ
せ
る
サ
ー
ビ
ス
が
広
が
っ
た

こ
と
か
ら
、
日
本
で
も
寝
泊
ま
り

す
る
場
所
や
宿
泊
す
る
行
為
、
ま

た
、
宿
泊
を
仲
介
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
ー

ビ
ス
を
さ
す
呼
称
と
し
て
、
民
泊

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

1
月
22
日
（
月
）
に
東
京

で
20
㎝
を
超
え
る
雪
が
降
り
、

ス
リ
ッ
プ
事
故
な
ど
都
内
で

７
０
０
件
以
上
、
転
倒
に
よ

る
け
が
人
は
60
人
超
え
ま
し

た
。
荒
川
区
内
で
は
4
件
4

名
の
ケ
ガ
（
軽
傷
）
が
あ
り

ま
し
た
が
大
き
な
事
故
や
ケ

ガ
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

荒
川
区
内
で
も
雪
が
積
も

り
、
宮
地
陸
橋
の
閉
鎖
で
明

治
通
り
が
か
な
り
渋
滞
。
翌

日
の
朝
は
各
家
庭

な
ど
で
雪
か
き
に

追
わ
れ
、
勤
務
先

に
向
か
う
交
通
機

関
に
乱
れ
が
あ
っ

て
混
雑
し
て
い
ま

し
た
。

ペットを飼う方のな

かで、犬を抜いてネコ

が一番多くなったよう

です。ネコちゃんの気

持ちの読み取り方、生

活での困り事、２頭目

のネコちゃんを迎え入

れる際のポイント等を

知ることができます。

日時 2月18日（土） 午後１時 ～3時

会場 荒川区役所 北庁舎 １階 会議室

講師 帝京大助教授・小野寺温さん

対象 ネコを飼っている方・飼う予定の方

定員 60名（ペット同伴はできません））

連絡先 荒川区生活衛生課

☎3802・3111内線422 fax3806・2976

安
倍
政
権
は
、
新
年

度
予
算
で
、
生
活
保
護

5
％
削
減
・
75
歳
以
上

の
高
齢
者
医
療
費
2
割

負
担
・
介
護
保
険
料
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
値
上
げ
な
ど
を
行

お
う
と
し
て
い
ま
す
。

あ
る
方
は
「
年
金
が

減
っ
て
い
る
の
に
医
療

費
2
割
負
担
で
は
薬
代

だ
け
で
、
月
１
万
円
か

ら
2
万
円
に
な
る
。
長

生
き
し
な
い
で
と
言
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
、
ほ
ん
と
う
に
辛
い
」

と
語
っ
て
い
ま
す
。

お
金
が
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
企

業
の
大
減
税
や
大
富
裕

層
の
優
遇
制
度
を
や
め

さ
せ
て
、
社
会
保
障
を

充
実
さ
せ

ま
し
ょ
う
。


